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　米下院本会議は９月７日、2007年特許改革法案を賛成２２０、反対１４５で可
決した。現行の特許法を包括的に改正する内容で、「先発明主義」から「先願主
義」への移行、特許侵害の補償額の算定方法の見直し、異議申立制度の強化など
が含まれている。（※）
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米下院、先願主義への移行などを含む特許改革法案を可決 

知的財産の『今』を伝える

（※）の続き
　米国は、主要先進国で唯一、先発明主義を採用しているが、
米国のハイテク大手企業や、日本や欧州は国際基準である先願
主義への移行を強く求めていた。
　今後、上院の審議や大統領の署名などの段階での変更もあり
うるが、特許改革法案が成立すれば、米国での特許出願・登録
件数が多い日本企業の知財戦略にも、大きな影響がでるものと
思われる。

欧州委員会、ＤＲＡＭ特許に関し
            ラムバスに独禁法違反告知

　ＥＵの欧州委員会（ＥＣ）は８月２３日、米半導体開発会社
のラムバスに対し、ＥＵ競争法（独占禁止法）違反の疑いで７
月３０日に告知書を送付していると発表した。同社がＤＲＡＭ
分野の独占的な地位を乱用し、他社に不当な特許料を求めたと
みている。
　問題になっているのはＤＲＡＭ関連の特許で、ＥＣはメモリ
の標準化組織のＪＥＤＥＣで技術標準が定められた際に、ラム
バスは自社の特許が標準に含まれることを故意に開示せず、そ
の後に各社に特許料を要求したと判断。告知書で「不当な特許
料を請求することでＥＵ法令に違反した」と指摘している。
　ラムバスは告知書に対する返答を９週間以内に行い，その後
審問を受けることになるが、告知書の指摘内容が確認された場
合は、ＥＣがラムバスに対して乱用の停止を命令し、罰金を科
す可能性がある。

マイクロソフトとイオラス
      プラグイン特許訴訟でついに和解
　
　マイクロソフトとEolas Technologiesの間の、長年に渡った
ウェブブラウザのプラグイン技術に関する特許訴訟が８月２４
日に和解したことが明らかになった。
　Eolas TechnologiesのCOO Mark Swordss氏が、株主にあてた
８月２７日付けの書簡で公表したが、和解によりすべての訴訟
を終結させる、という以外の和解金などの和解条件は書かれて
いない。
　　Eolas Technologiesとカリフォルニア大学は、1999年にマ
イクロソフトのInternet Explorer（IE）がプラグイン技術に関
する特許を侵害しているとして提訴、2003年には、シカゴの米
連邦地裁陪審がマイクロソフトに５億2100万ドルの損害賠償を
命じる評決を下した。この評決は2005年に控訴審で覆されたが、
ウェブ技術の標準化団体Ｗ３Ｃが要求したEolas特許の再審査
に対しては、同年、ＵＳＰＴＯが特許の有効性を確認している。
しかし、2006年にはマイクロソフトが、自社の方が先に同じ技
術を開発したと主張し、ＵＳＰＴＯが同特許の再々検討を実施
することに合意、一時は2007年８月から再審が始める予定まで
決まったが、両者が和解交渉に入ったことから開始が延期され
ていた。
　

チャプリン名画は著作権存続
        廉価版ＤＶＤに販売差止め命令

　喜劇王チャーリー・チャプリンの作品の著作権管理法人が、
「黄金狂時代」など９作品の廉価版ＤＶＤを無断で複製・販売
して、著作権を侵害したとして、東京都内のＤＶＤ制作会社２
社に販売差し止めや損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は
８月２９日、９作品とも著作権は存続しているとして、ＤＶＤ
の販売差し止めと約1050万円の支払いを命ずる判決を下した。
　９作品は1919年から52年にかけて公開されており、訴訟では
著作権の存続期間が終了しているかが争点となった。ＤＶＤ制
作会社は、９作品の映画の著作権は映画制作会社にあり、公開
後３３年（旧著作権法）であるから、すべて、著作権は満了し
ていると主張、これに対し、著作権管理法人は、９作品ともチ
ャップリン個人が著作権者であり、チャップリンの死後３８年
（旧著作権法）は著作権が存続すると主張していた。
　東京地裁の清水節裁判長は、９作品はチャップリン個人が著
作権を有するとして、チャップリンが1977年に死亡したことか
ら、７作品は2015年まで著作権が存続（47年公開の「殺人狂時
代」と52年公開の「ライムライト」は、現行著作権法の「公開
後７０年」適用の方が保護期間が長くなることから、2017年と
2022年まで存続）するとして、ＤＶＤの販売差し止めと約１０
５０万円の支払いを命ずる判決を下した。

【参考】平成19年8月29日判決言渡 (ワ)第15552号著作権侵害
差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070830144013.pdf。

富士通、ＤＲＡＭ特許侵害訴訟で
          日本ナンヤに勝訴、東京地裁

　富士通は８月３０日、ＤＲＡＭ特許侵害を理由に、台湾の半
導体大手ナンヤ・テクノロジーの日本法人である日本ナンヤ・
テクノロジーに対して、特許侵害行為の差止めと損害賠償を求
めていた訴訟で、同日、東京地裁で同社勝訴の判決があったと
発表した。同社の主張の正当性が司法の場で確認されたとして
いる。
　富士通は、ナンヤ・テクノロジーに対して特許ライセンス契
約締結を要求してきたが受け入れられず特許侵害行為が継続さ
れたとして、2005年８月、日本ナンヤ・テクノロジーが販売す
るＤＲＡＭ製品の特許侵害行為の差止めと損害賠償を求める訴
訟を東京地裁に提起していた。
　発表によると、同社は半導体メモリを含む電子デバイス分野
で、全世界で１万件を超える特許を保有しており、知的財産は
重要な経営資源で、国際ルールに沿ってそれらの保護を求める
のは当然であると考えるとしている。
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レノボ、松下とソニーに続き３Ｍと和解　　
　　　　　　   リチウム電池特許侵害訴訟

　米３Ｍは９月４日、３Ｍが複数の企業を相手に提起していたリチ
ウムイオンバッテリーのカソード技術に関する特許侵害訴訟に関し
て、香港のレノボグループおよび米レノボ社と和解が成立した発表
した。
　３Ｍは、今年３月、自社のリチウムイオンバッテリーのカソード
技術に関する特許が侵害されたとして、松下、ソニー、日立、レノ
ボなどを、ミネソタ州連邦地裁および米国際貿易委員会（ＩＴＣ）
に訴えているが、松下電器とは６月、ソニーとは７月にすでに和解
が成立している。
　今回のレノボグループ、米国レノボ社との和解に関しても、松下、
ソニーの時と同様、和解金などの和解条件は公表されていない。

ブロードコム対クアルコム訴訟、控訴裁
サード・パーティ端末輸入禁止の執行延期

　米ブロードコムが、米クアルコムに特許を侵害されたとして、米
国際貿易委員会（ＩＴＣ）に訴えていた訴訟で、米巡回控訴裁は、
クアルコム製チップを搭載したサード・パーティの端末に対する輸
入禁止措置の執行を延期する判決を下した。９月１２日に、クアル
コム、ブロードコムの両社がそれぞれ発表した。
　この輸入禁止措置は、ＩＴＣが６月７日に命じたもので、ブロー
ドコム特許を侵害しているクアルコム製チップおよびチップセット
と、それらが搭載された携帯端末の米国への輸入を禁止する内容だ
った。
　これについてクアルコムは、ＩＴＣに命令解除を申請したが却下
され、禁止命令に対する大統領拒否権の発動要請も却下されたが、
さらに、巡回控訴裁に命令の見直しと停止などを求めていた。
　今回、巡回控訴裁は、クアルコム製チップとチップセット、それ
らを搭載したクアルコムの端末については、輸入禁止の執行延期を
拒否したものの、クアルコム製チップを搭載したサード・パーティ
の端末については、輸入禁止の執行延期を認めた。

ＵＮＩＸ著作権訴訟のＳＣＯ、破産保護を申請

　ＵＮＩＸとUnixWareの著作権を保有しているとして、多くの訴訟
を提起していた米ＳＣＯグループは９月１４日、米破産法１１条の
適用にもとづく破産保護の手続きを申請したと発表した。
　ＳＣＯは、破産法１１条による再建が同社、株主、従業員、顧客
にとって最良の長期的利益になると、取締役会が満場一致で決議し
たとしており、倒産手続きが終わるまで、すべての通常業務を継続
するとしている。
　ＵＮＩＸは、もともとＡＴ＆Ｔによって開発されたＯＳであるが、
ＳＣＯは同ＯＳをノベルから1995年に買収したと主張。それを根拠
にしてＵＮＩＸから派生した Linuxのユーザーには、同社からのラ
イセンスが必要として攻勢をかけていた。また、ＩＢＭが同社との
ＵＮＩＸソフトウェアのライセンス契約に反して、ＵＮＩＸコード
の一部を Linuxのコミュニティーに不正に提供したとしてＩＢＭに
対する訴訟を提起していた。
　しかし、今年８月、ユタ州連邦地裁で、「ＳＣＯはノベルからＵ
ＮＩＸ著作権を購入しておらず、ＵＮＩＸとUnixWareの著作権の所

有者はノベルである」との判断が下され、その後の動向が注目され
ていた。

日亜化学、ソウル半導体に対し
　　　　　韓国で白色ＬＥＤ特許侵害訴訟

　日亜化学工業は９月１７日、韓国のソウル半導体社に対して、日
亜が所有する特許権に対する侵害差止め及び損害賠償を求める訴訟
を、韓国のソウル中央地方裁判所に提起したと発表した。
　日亜が差止め及び損害賠償の対象としている製品は、ソウル半導
体社のトップビュー型の白色ＬＥＤ製品で、使われている白色ＬＥ
Ｄが日亜の韓国特許権（第406201号）に抵触するものと判断し、訴
訟を提起したとしている。
　なお、日亜は既に、米国では、ソウル半導体社に対してサイドビ
ュー白色ＬＥＤに関する意匠権に基づく侵害差止め及び損害賠償請
求訴訟を、日本では、ジャパンソウル半導体社とその販売代理店の
協栄産業社に対して、照明用ＬＥＤに関する特許権に基づく侵害差
止め及び損害賠償請求訴訟を、それぞれ提起しており、継続中だと
いう。

その他

(1)産総研、企業との連携加速で共有の知的財産権の活用方針を緩和
～共同研究による共有知財で、
　　　　　　　　　　　　不実施補償料請求せずの契約も可能に～
http://news.braina.com/2007/0831/move_20070831_001____.html

(2)特許庁、模倣対策マニュアルの新版公表
　　中国、韓国、ベトナム、トルコ、ASEANの平成18年度版
【参考】模倣対策マニュアル
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manual/manual.htm

(3)地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会
　　特許庁が全国４７都道府県で無料で開催（10/16～12/20）
【参考】平成19年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明
会開催
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h19_syouhyouseido.htm


